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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第119期

第３四半期
連結累計期間

第120期
第３四半期
連結累計期間

第119期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年12月31日

自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 (千円) 3,066,401 5,805,109 6,731,412

経常損失(△) (千円) △698,790 △992,966 △435,457

親会社株主に帰属する四半期純損

失(△)又は親会社株主に帰属する

当期純利益

(千円) △396,783 △2,407,614 237,773

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △581,910 605,660 △1,241,571

純資産額 (千円) 16,006,431 17,596,096 15,369,336

総資産額 (千円) 32,885,363 35,837,949 29,764,089

１株当たり四半期純損失(△)又は

１株当たり当期純利益
(円) △0.89 △5.15 0.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
(円) － － －

自己資本比率 (％) 47.1 47.3 49.9

 

回次
第119期

第３四半期
連結会計期間

第120期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年10月１日
至　2019年12月31日

自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 0.32 0.85

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

５．第120期第３四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純損失の大幅な増加は、投資有価証

券及び出資金の評価損の計上等によるものであります。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありませんが、2020年７月１日以降の新経営体制の下、当社グループの組織体制を見直しました。これに伴

い、第２四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四

半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「４．報告セグメントの変更等に関する事

項」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要

な変更は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであ

ります。

(1）不動産賃貸事業リスク

　保有不動産のテナントリーシング及び賃借物件の転貸において、賃貸先及び転貸先の業績状況によっては賃

貸収入の貸倒リスクがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。このため当社グループで

は、相手先の財務状況など必要な調査及びヒアリング等を適宜行い、リスク回避に努めております。

 

(2）商業施設建築事業リスク

　飲食店やアミューズメント施設等の設計及び内外装工事を主として受注しておりますが、受注単価の変動が

激しく、受注競争も激化しているため、業績の変動が大きくなることがあります。また、工事の受注金額は大

きくなる傾向にあり、受注競争によっては債権回収期間も長期化する可能性があり、顧客先の業績状況によっ

ては売上債権の貸倒リスクがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。このため当社グ

ループでは、顧客先の財務状況など必要な調査及びヒアリング等を適宜行い、リスク回避に努めております。

 

(3）クラウドファンディング事業リスク

　クラウドファンディング事業については、新規事業のため、認知度を高めるべく広告宣伝及びマーケティン

グ活動を強化しておりますが、期待した効果が得られない、又は、効果が現れるまでに時間を要する場合があ

ります。また、同事業は不動産特定共同事業法及び金融商品取引法等の規制を受けており、当社グループは法

令に則り顧客からの預かり資産の分別管理等の必要な対応を実施しておりますが、今後現行法令の解釈の変更

や改正並びに新法令の制定等により、当該事業に新たな規制を受ける可能性があります。この場合、規制への

対応に際してサービス内容の変更に伴う管理コスト増加や、規制に対し適切な対応ができなかった場合に当社

グループの評判に悪影響を与え、また、その他不測の事象が発生した場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。このため当社グループでは、広告の費用対効果など必要な調査を適宜行い、また法

令改正など最新の情報を入手・把握するように努めております。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により景気は依然として厳

しい状況にありますが、５月の緊急事態宣言解除後は個人消費や輸出に改善の兆しが見られ、Go Toキャンペーン

など各種政策の効果もあって持ち直しの動きもみられます。ただし今後の先行きについては、新型コロナウイルス

感染症が収束する兆しは一向に見えず、感染拡大の防止策を講じるなかで、国内外の感染拡大による下振れリスク

の高まりや金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

　このような事業環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間における各事業は、次のとおり進捗しま

した。

　不動産事業について

　まず当社におけるマンション分譲においては、第２四半期連結累計期間中に完成在庫をすべて契約し、当第３四

半期連結累計期間中にすべて引渡しを行いました。期末に向けて３物件の竣工・引渡しを予定しており、いずれも

工事は順調に進んでおります。契約状況については、物件により進捗状況の差がありますが、完成前完売に向け、

販売のスピードを上げてまいります。

　次にグループ会社ですが、2020年９月３日の株式交換により株式会社グローベルス（以下、「グローベルス」と

いう。）を連結子会社化したことから、当第３四半期連結累計期間より新築戸建分譲、商業施設の建築請負及び不

動産賃貸に関する売上を計上しております。また、第３四半期連結会計期間中には、連結子会社化による相乗効果

により、マンション・戸建共に開発用地の仕入の増加につながりました。商業施設の建築請負及び不動産賃貸につ

いては、子会社化する前からの案件を引継いでおり、業績は安定しております。

　注文住宅においては、株式会社ササキハウスが山形県を主力エリアとして事業展開し、断熱効果の高い注文住宅

の請負を中心として堅調に事業を進めております。当第３四半期連結累計期間においても、ササキハウスチャンネ
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ルと題したYouTube動画を使用した広告を積極的に展開した結果、事業エリアにおける評判は上昇しており、受注

数の増加につながっております。

 

　再生可能エネルギー事業について

　太陽光発電においてはFIT価格の低下に伴い新規開発案件の仕入は出来ておりませんが、引続きセカンダリー市

場から収益性の高い案件の掘起しを継続しております。バイオマス発電関連においてはENGIE ENERGY MANAGEMENT

SCRL社との長期供給契約の開始時期が当初の当第３四半期連結累計期間内から2021年４月へ延期となったものの、

スポットによる販売を進め、当第３四半期連結累計期間では６件の販売契約を締結し、うち３件2,560トンを出荷

いたしました。2021年４月の本格稼働に向け、最善の品質コントロールを図ってまいります。

 

　以上の結果、当社グループの2021年３月期第３四半期連結累計期間における売上高は58億５百万円（前年同四半

期は30億66百万円）、営業損失は７億４百万円（前年同四半期は15億48百万円）、経常損失は９億92百万円（前年

同四半期は６億98百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は24億７百万円（前年同四半期は３億96百万円）

となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　なお、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」の

「４．報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおり、第２四半期連結会計期間より、報告セグメント

の区分を変更しております。

　以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の新セグメントに組み替えて表示しております。

旧セグメント 新セグメント

不動産販売事業

マンション分譲
自社開発マンションの建設分譲

不動産事業

不動産の開発・分譲・一棟販

売、戸建住宅や商業施設の建築

請負、不動産の賃貸

不動産販売事業

土地建物

宅地及び戸建住宅の販売、建物

の一棟販売

不動産販売事業

注文住宅

戸建住宅の建築請負、リフォー

ム工事

その他 不動産賃貸業

再生可能

エネルギー事業

太陽光発電による電気の販売及

び発電所の開発、バイオマス発

電関連事業

再生可能

エネルギー事業

太陽光発電による電気の販売及

び発電所の開発、バイオマス発

電関連事業

 

①不動産事業

（マンション分譲）

　主に首都圏において、自社開発マンション「グローベルマンション」の建設分譲を行っております。

　当第３四半期連結累計期間において77戸、26億79百万円の新規契約（前年同四半期は34戸、15億52百万円）を

行うとともに、前期契約分を含め47戸を引渡し、売上高は15億67百万円を計上しております（前年同四半期は40

戸、18億74百万円）。

 

（注文住宅）

　山形県を主な事業エリアとして、戸建住宅の建築請負やリフォーム工事等を行っております。

　当第３四半期連結累計期間において43棟、11億70百万円の新規契約（前年同四半期は35棟、９億53百万円）を

行うとともに、前期契約分を含め39棟を引渡し、売上高は13億97百万円を計上しております（前年同四半期は45

棟、14億66百万円）。（売上高にはリフォーム工事等を含む。）

 

（戸建分譲）

　首都圏及び近畿圏を主な事業エリアとして、戸建分譲住宅の企画・販売等を行っております。

　当第３四半期連結累計期間において４棟、２億69百万円の新規契約を行うとともに、11棟を引渡し、売上高は

５億40百万円を計上しております（売上高には戸建分譲に附帯する手数料収入等を含む。）

 

（商業施設建築）

　飲食店やアミューズメント施設等を中心とした、商業用施設の設計・施工を行っております。
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　当第３四半期連結累計期間において５件、１億30百万円の新規受注を行うとともに、売上高は３億48百万円を

計上しております。

 

（その他）

　建物の一棟販売やマンション用地等の宅地の販売、自社所有不動産の賃貸等を行っております。

　当第３四半期連結累計期間において９億59百万円の売上高を計上しております（前年同四半期は11百万円の売

上高）。

 

　以上により、不動産事業合計の売上高は48億13百万円、セグメント損失は４億33百万円を計上しております

（前年同四半期は33億53百万円の売上高、35百万円のセグメント利益）。

 

②再生可能エネルギー事業

（太陽光発電）

　日本国内において、太陽光発電による電気の販売及び発電所の開発を行っております。

　当第３四半期連結会計期間末においては、７ヵ所（合計パネル出力33.84ＭＷ）の発電所が稼働しております。

 

（バイオマス発電）

　ロシアにおける木質ペレットの製造等、バイオマス発電関連事業を行っております。

　当第３四半期連結累計期間より、木質ペレットのスポット販売を開始いたしました。

 

　以上により、再生可能エネルギー事業合計の売上高は９億92百万円、セグメント利益は３億16百万円を計上し

ております（前年同四半期は７億15百万円の売上高、１億87百万円のセグメント利益）。

 

(2）財政状態の分析

　当社グループは第２四半期連結累計期間において、株式交換によりグローベルスを完全子会社化しました。こ

れに伴い資産、負債及び純資産の状況は、大幅に変動しております。

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ60億73百万円増加して358億37百万円

となりました。これは、グローベルスの連結子会社化による販売用不動産及び仕掛販売用不動産の増加等による

ものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ38億47百万円増加して182億41百万円と

なりました。これは、グローベルスの連結子会社化による借入金や社債、工事代金や諸経費の支払いに伴う工事

未払金等の買掛債務の増加等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ22億26百万円増加して175億96百万円

となりました。これは、グローベルスの連結子会社化による新株の発行に伴う資本剰余金の増加、及び保有有価

証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(5）従業員数

①連結会社の状況

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループは不動産事業においてグローベルスを完全子会社化しまし

た。

　これに伴い、当社グループの従業員数は124名（40名増）となっております。

 

②提出会社の状況

　当第３四半期累計期間において、当社から当社グループ会社へ８名出向しております。

　これに伴い、提出会社の従業員数は33名（５名減）となっております。
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(6）契約及び販売の実績

　当社グループの販売実績は、「(1) 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

 

(7）主要な設備

　当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計

画の著しい変動はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は次のとおりであります。

 

１．太陽光発電事業における出資持分の譲渡

　当社は、2020年10月15日開催の取締役会において、太陽光発電事業における一部の出資金について、その持分を

全て譲渡することを決議いたしました。

 

(1)譲渡の理由

　本案件は、太陽光発電所の開発を目的として共同出資者と共に開発資金を出資しておりましたが、開発許可取

得に当初の想定以上の期間を要する見通しであります。当社としましては、太陽光発電事業におけるポートフォ

リオの最適化を目指し、取組み案件の取捨選択を行った結果、本案件に係る当社出資持分を譲渡することといた

しました。

 

(2)譲渡先の概要

　譲渡先、譲渡価額及び帳簿価額については、譲渡先からの要請により、詳細につきましては公表を控えさせて

いただきます。なお、譲渡先は国内の一般事業法人であり過去にも取引がありますが、資本関係及び人的関係は

なく、関連当事者にも該当いたしません。また、譲渡先が反社会的勢力ではないことを確認しております。

 

(3)譲渡に関する日程

譲渡契約締結日　　　2020年10月19日

譲渡代金支払期限　　2021年３月31日

 

２．当社連結子会社の異動（株式譲渡）

　当社は、2020年10月21日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社プロスペクト・エナジー・マ

ネジメント（以下、「PEM」という。）の全株式（以下、「本株式」という。）を、Jトラスト株式会社へ譲渡する

ことを決議し、株式譲渡契約を締結しました。

 

(1)譲渡の理由

　当社グループは不動産事業及び再生可能エネルギー事業を軸に、企業グループのスリム化を進めております。

その事業集約の一環として、PEMの太陽光発電事業におけるアセットマネジメント業務等を、別の連結子会社であ

る株式会社プロスペクトバイオマス（現株式会社日本エネライズ）に事業集約いたします。また、PEMにて新たな

投資家の募集行為を行う予定がないため、この度、本株式を譲渡することとなりました。

 

(2）株式譲渡の概要

（１） 譲 渡 前 の 所 有 株 式 数 1,000株（議決権所有割合：100％）

（２） 譲 渡 株 式 数 1,000株

（３） 譲 渡 価 額 124百万円

（４） 譲 渡 後 の 所 有 株 式 数 ０株（議決権所有割合：０％）
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(3)譲渡に関する日程

譲渡契約締結日　　2020年10月21日

譲渡代金支払日　　2020年11月19日

 

３．持分法適用会社による木質ペレットに係る長期供給契約の供給開始時期の変更

　当社は、2020年３月９日付「当社持分法適用子会社（RFP Wood Pellets, LLC）によるENGIE ENERGY MANAGEMENT

SCRLとの長期供給契約締結のお知らせ」にて、ENGIE ENERGY MANAGEMENT SCRL（以下、「ENGIE EM」という。）と

の木質ペレット長期供給契約（以下、「本契約」という。）に基づく供給開始時期を、2021年３月期第３四半期以

降とお知らせしておりました。

　本プロジェクトは2020年２月に工場主要設備の完成後、製造プラントの試運転及び第三者機関による製品品質検

査を予定しておりましたが、ロシア国内における新型コロナウイルス感染症の拡大及び他国からの入国制限等のや

むを得ない事情により、試運転及び製品品質検査に遅れが生じており、ENGIE EMとの調整の結果、本契約に基づく

本格的供給開始時期を2021年４月にて合意いたしました。なお、本契約における木質ペレットの価格等、その他の

条件については変更ありません。

 

４．第３回新株予約権の行使期間の延長、並びに発行価額、発行条件、資金使途及び支出時期の変更について

　当社は、2020年12月16日開催の取締役会において、当社が2015年12月21日発行いたしました当社第３回新株予約

権（以下、「本新株予約権」といいます。）の行使期間の延長、並びに発行価額、発行条件、資金使途及び支出時

期の変更を承認する旨の決議を行いました。

 

(1)本新株予約権の行使期間の延長の理由

　当社は、本新株予約権を2015年12月21日に発行いたしましたが、市場環境や当社業績等の影響を受け、2018年

５月以降当社株価が行使価額の49.2円を下回って推移していることから、2020年12月16日時点において新株予約

権988個（発行時は1,440個）が未行使の状況であります。

　また、現在、当社は当初の資金使途のとおりの事業推進のための資金を継続して必要としており、太陽光発電

事業における事業資金並びにM&Aによる事業ポートフォリオの拡大等に充当することを予定しております。本新株

予約権の行使期限が2020年12月20日に到来するに際し、これら資金の調達を銀行借入等の他の手段と比較しても

調達コスト等において有利な条件であり、新たに新株予約権を現在の株価水準に基づく行使価格により発行する

よりも、本新株予約権の行使期間を延長するほうが当社の事業・財務戦略上最善であると同時に、経営の結果に

コミットする意思表示であると判断し、今般、新株予約権者との間で協議した結果、合意に達したものでありま

す。

 

(2)本新株予約権の概要等

①新株予約権の概要

（１） 割 当 日 2015年12月21日

（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 1,440個（１個につき発行時100,000株）

（３） 発 行 価 額 １個につき200,000円（１株につき２円）

（４） 当該発行による潜在株式数 当社普通株式144,000,000株

（５） 行 使 価 格 49.2円（発行時54円）

（６） 未行使の新株予約権の数 988個（１個につき109,756株。108,438,928株）

 

②本新株予約権の資金使途及び支出時期の変更内容並びに変更理由

ア．変更内容

調達する資金の具体的な使途（当初）

 調 達 す る 資 金 の 具 体 的 な 使 途 支 出 予 定 額 支 出 予 定 時 期

① 太陽光発電事業に対する投資及び事業資金 4,000 百 万 円 2016年１月～2020年３月

②
企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の

M&A に 関 す る 調 査 費 用
　288 百 万 円 2016年１月～2018年１月

③ 企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の M&A 資 金 3,731 百 万 円 2016年１月～2018年１月
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調達した資金の具体的な使途（結果）

 調 達 す る 資 金 の 具 体 的 な 使 途 支 出 予 定 額 支 出 予 定 時 期

① 太陽光発電事業に対する投資及び事業資金
1,680 百 万 円

（注）
2016年１月～2020年３月

②
企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の

M&A に 関 す る 調 査 費 用
　760 百 万 円 2016年１月～2018年１月

③ 企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の M&A 資 金 － 2016年１月～2018年１月

（注）事業の推進に際し、調達不足額については銀行借入など他の調達資金を充当しました。

 

　太陽光発電事業については、成田神崎プロジェクトの取得・開発資金をはじめ、合計11プロジェクトの事業

資金等に充当しました。M&A案件については、2017年７月にTPJFの子会社化をいたしましたが、調査費用には

760百万円を充当したものの、子会社化にあたり、当社が新規発行した普通株式を対価とする公開買付けによ

る手法を採用したため、M&A資金には充当しませんでした。

　最終行使時期の2018年５月以後は、当社株価が行使価額を下回り、行使が促進されなかったため、資金使途

のうち、特に太陽光発電事業に対する投資については手元資金又は借入により賄ってまいりました。今後も、

当社グループは太陽光発電事業に対する事業資金やM&A資金を必要としていることから、行使期間を延長し、

以下の資金に充当する予定です。

　なお、必要な資金を必要な時期に調達できない場合には、銀行借入など他の調達方法を検討模索し、事業の

推進を行う予定です。

 

調達する資金の具体的な使途（変更後）

 調 達 す る 資 金 の 具 体 的 な 使 途 支 出 予 定 額 支 出 予 定 時 期

① 太陽光発電事業に対する投資及び事業資金 2,000 百 万 円 2021年１月～2022年12月

②
企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の

M&A に 関 す る 調 査 費 用
　300 百 万 円 2021年１月～2022年12月

③ 企 業 買 収 、 業 務 提 携 そ の 他 の M&A 資 金 3,000 百 万 円 2021年１月～2022年12月

 

イ．変更理由

　当社グループでは今後も企業価値の拡大を図るほか、安定した配当をはじめ株主還元を継続的に持続していく

ために、更なる事業ポートフォリオの拡大を必要としております。本日現在、具体的な案件は決まっておりませ

んが、引続き太陽光発電事業及びM&Aにより事業ポートフォリオの拡大等を目指してまいります。残額の再配分に

ついては太陽光発電事業で2,000百万円（支出予定時期内で２プロジェクトを想定）、企業買収、業務提携等の

M&A資金に3,000百万円（支出予定時期内に２案件を想定）、その調査費用に300百万円を割り当てることといたし

ました。

 

(3)本新株予約権の発行価額の変更について

　今回の新株予約権の行使期間を変更するに際し、当社経営者から独立した専門の第三者機関である株式会社

Stewart McLaren（本社：東京都港区東麻布一丁目15番6号 代表取締役 小幡 治）に依頼いたしました。

　算定機関は、本新株予約権の発行要項及び行使期間の延長、2020年12月４日時点における本新株予約権発行に

関する取締役会決議に先立つ当社普通株式の株価（36円）、行使価額（49.2円）、配当率（0％）、割引率（リス

クフリーレート△0.1％）、ボラティリティ（76.6％）及び1日当たり平均売買出来高（10％）の諸条件等につい

て一定の前提を置いて、権利行使期間（2015年12月21日から2022年12月20日まで）その他の発行条件の下、一般

的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、２年間延長された本新株

予約権の2020年12月４日時点における公正価値を4,149円（1株当たり0.0378円）と算定いたしました。なお、算

定機関は本新株予約権の条件変更に対する算定手法として、過去に遡って条件変更されたとの前提を置いて算定

しております。

　当社は、当該算定が新株予約権の算定手法として一般的に用いられている方法（モンテカルロ・シミュレー

ション）で算定されており、2020年12月４日時点における公正価値4,149円（1株当たり0.0378円）につき新株予

約権者から現実に払込みを受けることから、適正かつ妥当であり有利発行には該当しないこと、また、本新株予

約権の期間延長は新株予約権者への利益供与にも該当しないことと判断いたしました。また、当社監査等委員で

ある取締役全員より資金調達の必要性に関する判断は妥当であり、新株予約権者への利益供与に該当するもので

はない旨の意見を受けております。

　なお、新株予約権者からの追加払込みについては、2020年12月20日までに入金しております。
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 変更前 変更後

（１）行使期間 2015年12月21日～2020年12月20日 2015年12月21日～2022年12月20日

（２）その他の条件

21.新株予約権の取得

(1)10日以上連続する取引日におい

て、東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値が、いずれも当

該各取引日において有効な行使価額の

200％以上であった場合、当社は、当

該10日目の取引日から10営業日以内に

新株予約権者に対して通知することに

より、当該取引日から20営業日が経過

する日をもって、当該時点において残

存する本新株予約権の全部又は一部を

取得することができる。

 

(2)本項に基づき本新株予約権を取得

する場合、当社は、本新株予約権者に

対して、1個につき、本新株予約権の

払込金額に相当する額の金銭を交付す

る。

(3)本新株予約権の一部を取得する場

合は、抽選その他の方法により行う。

21.新株予約権の取得

(1)本新株予約権の条件変更後いつで

も、当社は取締役会により本新株予約

権を取得する旨及び本新株予約権を取

得する日（以下、「取得日」とす

る。）を決議することができる。当社

は、当該取締役会決議の後、取得の対

象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知を当該取得日の

14日前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、取得日に残存する本

新株予約権全部を取得することができ

る。

(2)本新株予約権の一部を取得する

場合は、抽選その他の方法により行

う。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 870,000,000

計 870,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2021年２月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 500,810,984 500,810,984
東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数は

100株であります。

計 500,810,984 500,810,984 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 500,810,984 － 12,086,958 － 5,316,463

 

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社プロスペクト(E00568)

四半期報告書

10/26



（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,780,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 498,014,300 4,980,143 －

単元未満株式 普通株式 16,584 － －

発行済株式総数  500,810,984 － －

総株主の議決権  － 4,980,143 －

（注）１．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有

していない株式が1,000株(議決権10個)及び証券保管振替機構名義の株式が7,000株(議決権70個)含まれてお

ります。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式52株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社プロスペクト
東京都渋谷区千駄ヶ谷

一丁目30番８号
2,780,100 － 2,780,100 0.56

計 － 2,780,100 － 2,780,100 0.56

（注）株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。

なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に含めております。
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間及び当四半期報告書提出日までにおける役員の異動

は、次のとおりであります。

(1）役職の異動

新役職名 旧役職名 氏　名 異動年月日

代表取締役会長 CEO 取締役 藤澤　信義 2020年７月１日

取締役社長 COO 代表取締役社長 岡　勝 2020年７月１日

専務取締役 CFO 取締役 泉　信彦 2020年７月１日

取締役（監査等委員長） 取締役（監査等委員） 菊池　正光 2020年７月１日

取締役（監査等委員） 取締役（監査等委員長） 築島　秋雄 2020年７月１日

 

新役職名 旧役職名 氏　名 異動年月日

代表取締役社長 CEO 専務取締役 CFO 泉　信彦 2020年10月30日

取締役会長 代表取締役会長 CEO 藤澤　信義 2020年10月30日

取締役 取締役社長 COO 岡　勝 2020年10月30日

 

(2）役員の退任

役職名 氏　名 退任年月日

取締役（監査等委員） 築島　秋雄 2020年８月11日

取締役 楊　長健 2021年２月３日

（注）１．築島秋雄氏は辞任により退任いたしました。

　　　２．楊長健氏は逝去により退任いたしました。

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2020年10月１日から2020年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表に

ついて、四谷監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,080,700 6,292,600

受取手形及び売掛金 174,807 146,960

完成工事未収入金 13,106 193,537

有価証券 10,000 10,000

販売用不動産 1,795,151 6,452,227

仕掛販売用不動産 2,037,029 3,979,803

開発用不動産 260,171 335,124

未成工事支出金 154,600 178,139

原材料及び貯蔵品 4,682 3,996

その他 1,068,463 1,140,950

貸倒引当金 － △900

流動資産合計 10,598,713 18,732,439

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 249,234 96,659

機械装置及び運搬具（純額） 8,928,028 8,749,131

工具、器具及び備品（純額） 2,796 4,220

土地 487,962 407,966

リース資産（純額） 3,634 2,769

建設仮勘定 167,252 －

有形固定資産合計 9,838,907 9,260,747

無形固定資産   

のれん 372,225 352,997

ソフトウエア 9,653 47,716

その他 228,283 218,627

無形固定資産合計 610,162 619,340

投資その他の資産   

投資有価証券 3,273,965 2,704,537

出資金 2,064,612 1,545,812

長期貸付金 2,711,133 2,577,919

繰延税金資産 156,359 99,010

その他 706,129 485,333

貸倒引当金 △195,894 △187,192

投資その他の資産合計 8,716,306 7,225,421

固定資産合計 19,165,375 17,105,509

資産合計 29,764,089 35,837,949
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,932 ※１ 175,790

工事未払金 196,243 426,299

短期借入金 1,510,900 104,000

1年内償還予定の社債 24,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 2,034,266 2,464,945

未払法人税等 76,758 21,208

未成工事受入金 172,572 201,732

賞与引当金 44,578 25,580

役員賞与引当金 5,600 －

完成工事補償引当金 3,300 2,404

その他 224,598 541,539

流動負債合計 4,329,749 4,043,500

固定負債   

社債 24,000 195,000

長期借入金 9,186,237 12,725,089

退職給付に係る負債 163,568 195,953

役員退職慰労引当金 35,710 －

資産除去債務 284,910 298,794

繰延税金負債 － 194,441

その他 370,576 589,072

固定負債合計 10,065,003 14,198,352

負債合計 14,394,752 18,241,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,086,958 12,086,958

資本剰余金 1,979,761 3,913,681

利益剰余金 2,567,374 △284,550

自己株式 △140,420 △140,421

株主資本合計 16,493,674 15,575,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,642,377 1,356,497

為替換算調整勘定 △12,601 1,798

その他の包括利益累計額合計 △1,654,979 1,358,295

新株予約権 530,641 662,132

純資産合計 15,369,336 17,596,096

負債純資産合計 29,764,089 35,837,949
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 3,066,401 5,805,109

売上原価 3,100,113 5,086,843

売上総利益又は売上総損失（△） △33,712 718,265

販売費及び一般管理費 1,514,401 1,422,830

営業損失（△） △1,548,113 △704,565

営業外収益   

受取利息 85,165 79,588

受取配当金 199,872 112,420

出資金運用益 100,661 －

匿名組合投資利益 63,566 76,615

償却債権取立益 135,943 －

貸倒引当金戻入額 488,593 9,594

その他 14,623 31,426

営業外収益合計 1,088,425 309,645

営業外費用   

支払利息 141,026 142,183

持分法による投資損失 22,410 395,412

借入手数料 26,985 19,695

為替差損 39,393 29,684

その他 9,286 11,071

営業外費用合計 239,102 598,047

経常損失（△） △698,790 △992,966

特別利益   

固定資産売却益 4,707 42,512

投資有価証券売却益 ※１ 400,332 ※１ 344,882

出資金売却益 － ※２ 426,812

関係会社株式売却益 － 22,694

新株予約権戻入益 16,651 15,208

役員賞与返上益 64,098 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 23,865

負ののれん発生益 － 280,210

受取保険金 22,841 －

その他 8,238 －

特別利益合計 516,868 1,156,186

特別損失   

固定資産売却損 － 151

減損損失 － 22,072

災害による損失 21,700 －

投資有価証券売却損 26,070 －

自己新株予約権売却損 － ※３ 134,809

固定資産除却損 0 257

関係会社清算損 38,524 －

投資有価証券評価損 － ※４ 1,952,490

出資金評価損 － ※５ 487,344

特別損失合計 86,295 2,597,125

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

△268,217 △2,433,905

匿名組合損益分配額 2,748 47,044

税金等調整前四半期純損失（△） △270,966 △2,480,949

法人税、住民税及び事業税 55,963 24,433

過年度法人税等戻入額 － △169,468

法人税等調整額 69,853 71,700

法人税等合計 125,817 △73,335

四半期純損失（△） △396,783 △2,407,614

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △396,783 △2,407,614

 

EDINET提出書類

株式会社プロスペクト(E00568)

四半期報告書

16/26



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純損失（△） △396,783 △2,407,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37,826 2,998,875

為替換算調整勘定 △191,022 3,402

持分法適用会社に対する持分相当額 △31,930 10,998

その他の包括利益合計 △185,126 3,013,275

四半期包括利益 △581,910 605,660

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △598,625 605,660

非支配株主に係る四半期包括利益 16,715 －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第２四半期連結会計期間より、株式交換により新たに持分取得した株式会社グローベルスを連結の範囲に含

めております。なお、みなし取得日を2020年９月30日としており、同社の2020年10月１日以降の四半期損益計

算書を連結しております。

　また、当第３四半期連結会計期間において、株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメントの全株式を売

却したため、連結の範囲から除外しております。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積もりについて）

　当第３四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前連結会計年度の有価証券報告書に記載した

情報等についての重要な変更はありません。

 

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、役員及び執行役員への退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引

当金に計上しておりましたが、2020年６月30日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いた

しました。これにより前連結会計年度末における役員退職慰労引当金に廃止決議日までの引当額を加えた38,361

千円を取崩し、役員分23,865千円は特別利益の「役員退職慰労引当金戻入額」に、執行役員分14,496千円につい

ては「退職給付に係る負債」に計上しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

支払手形 －千円 20,207千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　投資有価証券売却益

前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　当社が保有する投資有価証券のうち上場株式２銘柄を売却したものであります。

 

当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　主に、当社が保有する投資有価証券のうち上場株式２銘柄を売却したものであります。

 

※２　出資金売却益

前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　太陽光発電事業における一部の出資金について、その持分を全て譲渡したものであります。

 

※３　自己新株予約権売却損

前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社の完全子会社であるProspect Asset Management, Inc.が保有する親会社（当社）の第３回新株予

約権を売却したものであります。
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※４　投資有価証券評価損

前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　当社が保有する「その他有価証券」に区分される有価証券の期末における時価が取得価額に比べ著しく

下落したものについて、減損処理を実施したものであります。

 

※５　出資金評価損

前第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至　2019年12月31日）

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至　2020年12月31日）

　太陽光発電事業における一部の出資金について、当初想定していた収益計画の不確実性が高まり、投資

簿価の回収見込みは低いと判断したものについて、評価損を計上したものであります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

減価償却費 318,220 千円 457,948 千円

のれんの償却額 3,629 〃 19,227 〃

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、2019年６月27日開催の第118回定時株主総会の決議により、資本準備金を7,562,779千円減少しそ

の他資本剰余金に、また利益準備金を83,651千円減少し繰越利益剰余金に振り替えた後、同日付でその他資

本剰余金を8,237,883千円減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

　なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月30日

定時株主総会
普通株式 444,310 1.00 2020年３月31日 2020年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、2020年９月３日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社グローベルスを株式

交換完全子会社とする株式交換を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本準備金

が1,933,920千円増加しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 不動産事業

再生可能
エネルギー事業

アセット
マネジメ
ント事業

売上高     

外部顧客への売上

高
3,353,533 715,141 △1,002,273 3,066,401

セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － △8,373 △8,373

計 3,353,533 715,141 △1,010,646 3,058,028

セグメント利益又は

セグメント損失

（△）

35,171 187,663 △1,158,167 △935,331

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △935,331

セグメント間取引消去 8,373

のれんの償却額 △3,629

全社費用（注） △617,525

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,548,113

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 不動産事業

再生可能
エネルギー事業

売上高    

外部顧客への売上高 4,813,064 992,045 5,805,109

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － －

計 4,813,064 992,045 5,805,109

セグメント利益又はセグメント

損失（△）
△433,351 316,730 △116,620

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　第２四半期連結会計期間において、株式会社グローベルスの株式を取得し、新たに連結の範囲に含めて

おります。

　これにより前連結会計年度の末日に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額

は、「不動産事業」において6,723,392千円増加しております。

 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △116,620

セグメント間取引消去 －

のれんの償却額 △19,227

全社費用（注） △568,716

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △704,565

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

EDINET提出書類

株式会社プロスペクト(E00568)

四半期報告書

21/26



４．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの廃止）

　「アセットマネジメント事業」につきましては、2019年５月15日開催の取締役会においてプロスペク

ト・ジャパン・ファンド・リミテッドを解散及び清算すること、並びに同社が保有する有価証券を当社が

直接保有することを決議したことに伴い、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを廃止しておりま

す。

 

（報告セグメントの変更）

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて重要な変更はありませんが、2020年７月１日以降の新経営体制の下、当社グループの組織体制を見直

しました。これに伴い、第２四半期連結会計期間より、従来の「不動産販売事業　マンション分譲」、

「不動産販売事業　土地建物」、「不動産販売事業　注文住宅」の３区分、及び「その他」を「不動産事

業」に変更しております。

　この結果、報告セグメント及びその主要な事業内容は以下のとおりとなりました。

①不動産事業……不動産の開発・分譲・一棟販売、戸建住宅や商業施設の建築請負、不動産の賃貸

②再生可能エネルギー事業……太陽光発電による電気の販売及び発電所の開発、並びにバイオマス発電

関連事業

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は変更後の報告セグメントの区分に基づき作成した

ものを開示しております。

 

５．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「不動産事業」セグメントにおいて、賃貸マンションについて減損損失を計上しております。なお、当

該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては22,072千円であります。

 

（重要な負ののれん発生益）

　「不動産事業」セグメントにおいて、第２四半期連結会計期間より株式会社グローベルスの株式取得に

よる連結子会社化に伴い、負ののれんが発生しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額

は、当第３四半期連結累計期間においては280,210千円であります。なお、負ののれん発生益は特別利益

のため、上記セグメント利益には含まれておりません。

 

（企業結合等関係）

（事業分離）

１．事業分離の概要

(1)分離先企業の名称

株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（以下「PEM」といいます。）

 

(2)分離した事業の内容

当社の太陽光発電事業におけるアセットマネジメント業務

 

(3)事業分離を行った主な理由

　当社は企業グループのスリム化を進めており、その事業集約の一環としてPEMの太陽光発電事業における

アセットマネジメント事業等を、別の子会社である株式会社日本エネライズに事業集約いたしました。ま

た、PEMにて新たな投資家募集行為を行う予定がないことから、譲渡先と売却について合意したため株式を

譲渡することといたしました。

 

(4)事業分離日

2020年11月30日（みなし分離日）

 

(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡

 

２．実施した会計処理の概要

(1)移転損益の金額

関係会社株式売却益　22,694千円

 

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
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流動資産 110,134千円

固定資産 1,434 〃

資産合計 111,569 〃

流動負債 3,151 〃

負債合計 3,151 〃

 

(3)会計処理

　当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上して

おります。

 

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

再生可能エネルギー事業

 

４．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

 累計期間

売上高 14,315千円

営業利益 11,173 〃

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △0円89銭 △5円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）
△396,783 △2,407,614

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）（千円）
△396,783 △2,407,614

普通株式の期中平均株式数（株） 444,310,849 467,752,280

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失である

ため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年２月９日

株式会社プロスペクト

取締役会　御中

 

四谷監査法人

東京都千代田区

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 石井　忠弘　　㊞

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 田口　邦宏　　㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロス

ペクトの2020年４月1日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロスペクト及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
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うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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